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那 珂 市 水 道 事 業 経 営 戦 略  

団 体 名 ： 那 珂 市 

事 業 名 ： 水 道 事 業 

策 定 日 ： 平 成 3 0 年 3 月 

計 画 期 間 ： 平成３０年度～令和９年度 

 

第 1 章 見直しの背景 

１． 見直しの趣旨 

那珂市水道事業経営戦略は、老朽化施設の更新や少子高齢化による水需要減少が懸

念されたことから、水道事業の経営基盤強化と財政マネジメントの向上に取り組み、

経営の健全化を実現するため、平成３０年度から令和９年度までの１０カ年を計画期

間として策定し、水道事業が抱える課題や将来の事業環境予測に対応する「水道事業

の効率化・健全化」への取り組みを進めてきました。 

この経営戦略が、今年度末で５年を経過することから、更なる中長期的な「投資」

と「財政」の両面から今後の経営の方向性を見据え、これまでの財政投資による事業

計画と経営成果を検証し、安定した経営基盤の維持強化及び財政マネジメントの向上

を図るものです。 

 

２． 経営戦略の位置付け 

経営戦略は「那珂市水道事業ビジョン」に掲げた「安全で安心できる快適な水道」

を実現するための中長期的な経営の基本計画で、この経営戦略を踏まえ毎年度の予算

編成を行います。見直しにおける計画期間は、令和５年度（２０２３年度）から令和

9 年度（２０２７年度）までの 5 年間とします。 
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※１ 有収水量密度とは、給水区域面積 1ha 当たりの年間有収水量です 
※２ 施設利用率とは、「1 日平均配水量÷配水能力」×100 です 

第 2 章 事業の概要 

 

１． 事業の現況 

（１） 給水 

供用開始年月日 昭和４８年９月１日 令和４年３月末 

法適・非適の区分 法    適 

計 画 給 水 人 口 

（認可値） 
５３，０７４人 

現 在 給 水 人 口 ５２，７９１人 

有収水量密度(※１) ０．５２千ｍ3/ha 

 

 

（２） 施設                        ※ 令和 4 年 3 月末 

水  源 ■表流水  □ダム  ■地下水  ■受水  □その他 

施 設 数 
浄水場設置数 ３  

管 路 延 長 ５４３千ｍ 
配水池設置数 ６  

施設能力 １９，７８８ｍ3/日 施設利用率(※２) ７８．５％ 

 

 

（３） 水道料金 

水道料金体系は、用途別を採用しており、基本料金、基本料金に含まれる水量を超

えて使用した水量に応じた超過料金、それに量水器使用料（口径別）を合計したもの

です。 

直近の水道料金改定年月日は、平成９年１０月１日（消費税のみの改定は除く）で

す。 

○水道料金表 

      基本料金及び超過料金                   ※ 税別 

料金 

 

種別 

基本料金(１月につき) 超過料金 

（ １ 立 方 メ ー

トルにつき） 

基本料金に 

含まれる水量 
料金 

一般用 １０立方メートル １,６００円 ２００円 

大

口

用 

口径５０ミリメートル 

口径７５ミリメートル 
５０立方メートル ７,５００円 ２００円 

口径１００ミリメートル １００立方メートル １４,９００円 ２００円 

団体用 ２０立方メートル ３,０００円 ２００円 

学校用 ５０立方メートル ６,５００円 ２００円 
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      量水器使用料                       ※ 税別 

口  径 １月につき 

１３ミリメートル ８０円 

２０ミリメートル １６０円 

２５ミリメートル １８０円 

３０ミリメートル ３００円 

４０ミリメートル ３２０円 

５０ミリメートル １，７２０円 

７５ミリメートル １，９８０円 

１００ミリメートル ２，８４０円 

 

 

（４） 組織体制 

水道事業の総合企画、事業の財政、会計及び契約、水道料金の賦課徴収等に関す

る業務を行う「総務グループ」、浄水場の維持管理と更新、管路の整備と更新、管

路の維持管理及び給水工事の検査等を行う「工務・管理グループ」の２つのグルー

プで事業に取り組んでいます。 

また、「総務グループ」の事務である賦課徴収等の業務と「工務・管理グループ」

の浄水場運転管理業務を民間業者に委託しています。 

 

 

 

     〇組織図
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２． 前期計画期間の取組 

（１） 経営健全化 

事務事業の見直しを引き続き行い経費や職員の削減など取り組んできたところで

すが、人口減少による料金収入減が懸念される一方で、これまでの設備投資によって

見込まれる支払利息や減価償却費(※１)の増加、原価高騰による維持管理費の上昇など

厳しい財政状況が見込まれます。このような厳しい状況下で効果的で効率的に事業経

営を行うため、浄水場の統廃合や有収率(※２)の改善に努めてまいりました。 

平成２９年度から漏水調査を実施し漏水修理を行うことで無効水量(※３)を減らし、

有収率は平成２８年度８６．９％から令和３年度８９．２％へ２．３％増と成果が上

がっています。また、収納率向上のため、口座振替の推進、スマホ決済の導入を行い

ました。 

 

 

 

（２） 民間活用 

水道事業経営の合理化を進めていくため、総務事務と管理業務の一部を民間業者

に委託しています。 

（ア） 総務事務の賦課徴収業務を民間業者に委託 

平成３０年度から委託を開始し、民間企業の豊富な人的資源とノウハウを活用す

ることで、市民サービス及び窓口サービスや収納率の向上など経営効率が上がって

います。 

 〇総務事務の業務委託 

委  託  内  容 委  託  期  間 

検針、開閉栓、量水器交換、窓口、 

賦課徴収 

令和４年９月２１日 

～令和８年９月２０日 
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※１ 減価償却費とは、固定資産の価値の低下を事前に考え、その額を会計期ごとに見積もる費用の
ことです 

※２ 有収率とは、給水する水量と料金として収入のあった水量との比率です 
※３ 無効水量とは、有効に使われなかった水量で、管の漏水や事故による逸水などです 
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※１ PPS 電気事業者とは、既存の電力会社以外で大口需要家に対して電気の供給を行う事業者です 
 
 

（イ） 浄水場運転管理の業務委託 

平成２８年度から運転管理業務を民間業者に委託しています。これにより、専門

的な知識を要求される業務において民間企業の技術力を活用でき、効率的でレベル

の高い管理がされ、修繕費・動力費・薬品費・受水費などの削減が図られ、安全・

安心な水の供給をしています。 

 

〇浄水場運転管理業務の委託 

委  託  内  容 委  託  期  間 

取水場・浄水場・配水場の運転管

理、水質監視、保全管理 

令和２年 4 月 1 日 

～令和６年 3 月 31 日 

 

（３） 施設の統廃合 

木崎浄水場と瓜連浄水場については、建設から４０年ほど経過し、施設の老朽化

が進んでいます。それぞれの浄水場は久慈川から取水しており、効率的でないこと

から浄水場を木崎浄水場に統廃合し設備投資、維持管理費を抑制する目的で老朽施

設の更新を行ってきました。令和４年度に第Ⅰ期工事が完了し、令和 5 年度から新

木崎浄水場を稼働し、給水を開始します。 

 

（４） 施設の運営 

浄水場運転管理委託により、効率的な運転管理が継続され日常点検による機器類

の修繕個所の早期発見が出来ることから、機器の長寿命化に繋がっています。また、

電気料金削減のためＰＰＳ電気事業者(※１)への契約切り替えを行いました。 

 

  



6 

 

※１ 経常収支比率とは、「経常収益÷費用」×100 で、比率が高いほど利益率が高いことを表します 
※２ アセットマネジメントとは、中長期的な視点に立ち、効率的かつ効果的に水道施設を管理運営

するための取組みのことです 
※３ 那珂市と同類の類似団体とは、給水人口 5 万人以上１０万人未満の末端水道事業団体です 
※４ 流動比率とは、「流動資産÷流動負債」×100 で、短期的な債務に対する支払い能力を表します 

３． 経営の状況 

（１） 経営の健全性・効率性 

（ア） 経常収支比率(※１) 

平成２９年度にアセットマネジメント(※２)を行ったことにより、固定資産台帳と

現況管路の乖離が判明したため管路の固定資産除却が必要となり、資産減耗費を大

きく計上したことから経常収支比率が１００％を下回ってしまいました。しかしな

がら、それ以降は１００％を超える状況になっていることで健全な経営が持続して

います。 

 
 

（イ） 流動比率(※４) 

流動比率は高いほどよく、１００％を下回っていれば不良債務が発生していること

なります。本水道事業の数値は一般的な適正水準の２００％を大幅に超えており、短

期債務（1 年以内に期限が到来する債務）に対して、十分な支払い能力があることを示

しています。令和３年度は、下水道使用料預り金を年度内に処理し、流動負債が減少

したことから流動比率が上昇しました。 
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※１ 企業債残高対給水収益比率とは、「企業債現在高合計÷給水収益」×100 です 
※２ 料金回収率とは、「供給単価÷給水原価」×100 で、給水に係る費用がどの程度給水収益で賄えている

かを表した指標であり 100％を下回る場合、給水収益以外の収入で賄われていることを示します 
 

（ウ） 企業債残高対給水収益比率(※１) 

給水収益に対する企業債残高の割合で、企業債残高の規模を表す指標ですが、浄

水場更新工事等の借入の増加により上昇しています。今後も老朽化施設の更新費用

の増加は見込まれ、その財源の多くを企業債で賄う必要があるため、投資規模が適

切かどうか将来の収支予測を踏まえ投資・財政計画に基づき計画的に借り入れを行

います。現状では、木崎浄水場更新に伴い一時的に企業債の発行が増加傾向にある

ため、類似団体に対し高い数値となっています。 

 

 

（エ） 料金回収率(※２) 

固定資産の除却を行った平成２９年度以外は、１００％を超えており、現状にお

いては健全な経営状態です。今後、浄水場統廃合に伴う除却損や原価高騰による営

業費用の増加により給水原価の増加が予測されます。 
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※１ 給水原価とは、「経常費用－長期前受金戻入」÷年間総有収水量です 
※２ 施設利用率とは、「一日平均配水量÷一日配水能力」×100 です 
 

（オ） 給水原価（※１） 

有収水量１立方メートルについて、どれだけ費用を要しているかを表しています。

平成２９年度は配水管の固定資産除却による減耗費を大きく計上したことにより

大きくなりましたが、それ以降は類似団体と同程度で、適切な数値を保っています。 

 

 
 

（カ） 施設利用率（※２） 

１日平均配水能力に対する１日平均配水量の割合を示すもので、水源水量や浄水

場、配水場の施設がどれだけ有効に利用されているかを表しています。配水能力に

適度な余裕があることや類似団体の平均値を上回っていることから、水需要に対し

適正な施設規模であるといえます。 
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※１ 有収率とは、「年間総有収水量÷年間総配水量」×100 で、作った水道水が、どれだけ収益になって
いるかを示す割合です 

※２ 有形固定資産減価償却率とは、「有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産の
帳簿原価」×100 で、有形固定資産のうち、償却資産の取得価格に対する減価償却累計額の割合で、
耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過しているのかを全体として把握できます 

（キ） 有収率（※１） 

有収率は、漏水調査及び漏水修理を行ったことにより、平成２９年度以降は類似

団体の平均値を上回っており、施設の稼働状況が収益に反映されています。 

 

 

（２） 老朽化の状況 

 

（ア） 有形固定資産減価償却率(※２) 

有形固定資産減価償却率は、配水管や浄水場の更新等により低下し、平成３０年

度から類似団体の平均値を下回っています。この数値が高いほど法定耐用年数に近

い資産が多いことを示しています。 
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※１ 管路経年化率とは、「法定耐用年数を経過した管路延長÷管路延長」×100 です 
※２ 管路更新率とは、「当該年度に更新した管路延長÷管路延長」×100 です 
※３ 重要拠点とは、病院、避難所、福祉施設及び防災拠点及び国県道などの市民生活に影響を及ぼす主

要配水管です 
 

（イ） 管路経年化率（※１） 

管路経年化率は、法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路の老

朽化度合を示しています。この数値が高い場合は、法定耐用年数を経過した管路を

多く保有していることになります。 

 

 

 

（ウ） 管路更新率（※２） 

管路更新率とは、当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新

ペースや状況を把握します。更新率が低い理由としては、重要拠点（※３）や漏水調

査を基にコストが高い主要配水管を優先的に更新しているためです。 
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（３） 上水道施設の耐震化 

平成２３年の東日本大震災では、那珂市でも浄水場や配水管路で大きな被災を経

験し、長期間の断水事故となり市民生活に大きな影響を与えてしまいました。那珂

市水道では、地震に強い水道を目指してこれまで以上に水道施設の耐震化の取り組

みを行っています。 

 

（ア） 配水管の耐震化状況 

東日本大震災以降の新設管については耐震管を布設し、加えて重要拠点に供給す

る配水管を優先的に更新しています。 
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※１ 現在の耐震基準とは昭和 56 年 6 月 1 日以降の基準で、旧耐震基準とはそれ以前の耐震基準です 
※２ 地震動レベルにはレベル１（L1）とレベル２（L2）があり、L1 対応とは、施設の供用期間中に

発生する確率が高い地震動を示し、L２対応とは、その構造物が過去、将来にわたって受ける可能
性のある最強と考えられる地震動で、想定しうる範囲で、最大規模の地震を示します 

 

（イ） 配水池の耐震化状況 

配水池は水道水を供給するための重要な施設であり、地震時の災害時におい

ても応急給水など大切な役割を果たします。芳野配水場と瓜連配水場（No.1）

は現在の耐震基準(※１)を満たしており、木崎浄水場のステンレス製配水池（３,

５００ｍ3）については、地震動のレベル 2（L2）(※２)に対応しています。 

 

   〇配水池容量・耐震化状況 

 

 

（４） 経営の状況に対する全体の総括 

全体の経営指標から健全な経営状況と判断できますが、人口減少による給水収益

の減少、課題である管路更新などの費用増加、予知できぬ災害などに対応するべく、

後期投資・財政計画を策定し、計画的に事業運営を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

後台浄水場

S48 半地下式RC 1,500 旧耐震基準

H6 半地下式RC 1,500 現耐震基準

木崎浄水場

H27 地上式SUS 3,500 L2

R6予定 地上式SUS 3,500 L2

芳野配水場

H5 PC造り 7,000 現耐震基準

瓜連配水場

H6 PC造り 1,100 現耐震基準

S54 PC造り 1,400 旧耐震基準

計 21,500

建設年 構　造　
容量

（ｍ3）
耐 震 化 の 状 況
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※１ 社人研の推定値（２０１５国調ベース）は現状で最新のものです 

第 3 章 将来の事業環境 

 

１． 給水人口の予測 

（１） 行政区域内人口（長期予測） 

那珂市総合計画では、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推定人口に出

生率改善（国の長期ビジョン）と社会移動の予測値を加算した推定値を採用してい

ますが、経営戦略では人口加算せずに社人研の推定値（２０１５国調ベース）(※１)

をそのまま採用します。 

前期の目標年度である令和９年度の予測人口は４９，８１４人でしたが、今回予

測人口は５２，２９４人とします。これは、令和３年度の人口実績が５２，２４８

人の予測に対し５３，１２１人となり、予測と実績に乖離が生じたことにより将来

人口の推計値が増加しました。 

 

○行政区域内人口の実績と予測 

 

  

(単位：人）

H30 R3 R9 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42

2018 2021 2027 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

実           績 53,436 53,121

前期推計値 53,307 52,248 49,814 48,499 46,070 43,501 40,932 39,368 37,864 36,991

後期推計値 52,294 51,461 49,637 47,432 44,992 42,524 40,009 37,376

備 考 目標年

年　度

53,436 53,121 52,294 51,461 49,637
47,432 44,992

42,524
40,009 37,376

53,307 52,248
49,814 48,499 46,070

43,501 40,932 39,368 37,864 36,991
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（
人
）

実 績 後期推計値 前期推計値

実績 推計
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（２） 給水人口（中期予測） 

給水人口は、行政区域内人口に給水普及率を乗じて推計します。給水普及率は令

和 3 年度実績で９９．４％です。時系列傾向分析による予想値は令和９年度で令和

３年度と変わらず９９．４％、長期予測の令和４７年度で９９．８％の見込みです。 

前期の目標年度である令和 9 年度の予測給水人口は４９，６１５人でしたが、行

政区域内人口の予測値が増となったため５１，９８０人と予測しました。 

 

○給水人口の実績と予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(単位：人）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

実 績 値 53,092 52,848 52,604 52,791

前 期 推 計 値 52,987 52,708 52,375 51,987 51,600 51,263 50,876 50,487 50,051 49,615

後 期 推 計 値 52,740 52,670 52,600 52,540 52,260 51,980

備 考 目標年

年　度

53,092 52,848 52,604 52,791 52,740 52,670 52,600 52,540 52,260 51,980

52,987 52,708 52,375 51,987 51,600 51,263 50,876 50,487 50,051

49,615
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２． 水需要の予測 

令和３年度までの有収水量の実績は微増状態でしたが、今後、世帯数の増加によ

って多少の伸びは見込まれるものの、世帯人員は減少傾向にあることから、横ばい

状態が続くものと予測されます。 

 

○有収水量の実績と予測 

 

 

 

 

  

(単位：千ｍ3）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

実 績 値 4,995 5,001 5,104 5,058

前 期 推 計 値 4,873 4,861 4,818 4,783 4,749 4,720 4,686 4,652 4,614 4,576

後 期 推 計 値 4,991 5,010 5,001 5,006 4,992 4,973

備 考 目標年

年　度

4,995 5,001 5,104 5,058 4,991 5,010 5,001 5,006 4,992 4,973

4,873 4,861 4,818 4,783

4,749
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３． 給水収益の見通し 

（１） 水道料金収入の見通し 

前期計画では、人口減少に比例して令和 3 年度は収入減と予測しましたが、給水

戸数が増えたことにより横ばいとなりました。今後も水需要予測と同様に横ばい状

態が続くものと予想されます。 

 

○給水収益の実績と予測 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

実 績 値 1,006 1,001 1,025 1,022

前 期 推 計 値 970 968 959 952 946 942 933 926 919 914

後 期 推 計 値 973 1,002 1,000 1,001 998 995

備 考 目標年

年　度

1,006 1,001 1,025 1,022 973 1,002 1,000 1,001 998 995

970 968 959 952 946 942 933 926 919 914
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※１ 給水原価とは、水道水を１立方メートル作るのに必要とする経費です 
※２ 固定資産減耗費とは、更新などのとき古い施設は除却しますが、このとき固定資産のまだ減価

償却されていない額を計上するための費用のことです 

（２） 給水原価(※１)の見通し 

令和３年度までの給水原価の実績は横ばいで、令和４年度以降は、建設投資に伴

う減価償却費と固定資産減耗費(※２)の増加及び企業債支払利息の増加により給水原

価が上がる見込みです。 

 

○給水原価の実績と予測 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：円）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

実 績 値 179.78 174.28 176.00 178.69

前 期 推 計 値 192.6 199.8 209.1 214.0 224.2 231.7 248.6 241.9 248.7 242.6

後 期 推 計 値 209.2 216.8 226.9 228.0 228.1 227.8

備 考 目標年

年　度

179.78 174.28 176.00 178.69
209.2 216.8 226.9

228.0 228.1 227.8
192.6

199.8 209.1 214.0
224.2

231.7 248.6 241.9 248.7 242.6
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※１ 那珂川工業用水道事業とは、茨城県企業局が経営するもので、那珂市、ひたちなか市へ工業用
水を給水しています 

※２ 県中央広域水道事業とは、茨城県企業局が経営するもので、県中央地域の 7 市 1 村１企業団に
水道水を供給する水道事業です 

４． 施設の見通し 

（１） 水源施設 

本市の水源は、久慈川（直接取水）、那珂川（那珂川工業用水道事業(※１)と県中央

広域水道事業(※２)からの受水）、地下水（深井戸）で賄っています。 

 

（ア） 久慈川水系 

久慈川からの取水は、木崎浄水場の更新に合わせ瓜連取水場及び浄水場を廃止し、

取水地点を木崎浄水場の一か所に水利権を統合します。 

 

（イ） 那珂川水系（那珂川工業用水道事業） 

水利権のある那珂川からの取水は、茨城県企業局中央水道事務所に取水委託を行

っており、工業用水道として受水しています。今後も、水質が安定している貴重な

水源として受水していきます。 

 

（ウ） 那珂川水系（県中央広域水道事業） 

県中央広域水道事業からの受水は４，８０４ｍ３／日となっています。将来の給

水量は減少しますが、水源の安定性を向上させ水源の多様化を図り、渇水時や事故

時のリスクを分散できるよう、今後も補給水として受水していきます。 

 

（エ） 地下水（深井戸） 

東木倉取水施設は取水量が少ないものの、緊急時用として重要な水源となってい

ます。今後も定期的な維持管理を行いながら使用していきます。 

 

○水源内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  計画取水量 

（ｍ3/日） 

計画配水量 

（ｍ3/日） 
備     考 

水       源 16,859  16,429   

久慈川 
木 崎 浄 水 場 7,940  7,630  瓜連浄水場を統合 

瓜 連 浄 水 場 0  0  令和 5 年度廃止 

那珂川 
県中央広域水道 4,804  4,804  

芳野配水場 4,400ｍ3/日 

瓜連配水場 404ｍ3/日 

県 工 業 用 水 道 3,115  3,050  
後台浄水場 

地下水 東 木 倉  1,000  945  
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（２） 浄水施設 

（ア） 木崎浄水場 

木崎浄水場の更新工事も令和４年度に第Ⅰ期工事が完成し、新木崎浄水場から給

水を開始します。次の第Ⅱ期工事では、2 池目の配水池と取水場施設（Ⅰ期の残工

事）及び導水管を整備します。 

 

（イ） 後台浄水場 

後台浄水場は地下水系の浄水施設の改良工事を行ったことで、安定した地下水処

理が可能となりました。しかし、工業用水系浄水施設と配水施設の老朽化が進んで

おり、更新が必要となります。 

 

（ウ） 瓜連浄水場 

浄水施設は統廃合に伴い令和５年度以降、順次解体撤去しますが、管理棟は災害

時の自治体間相互応援復旧の職員の待機場所及び緊急時などに対応するための資

機材庫として、今後も使用します。 

 

５． 組織の見通し 

総務事務の賦課徴収業務と浄水場の運転管理業務を民間に委託することで、組織体

制を強化しました。今後も組織全体の事務の効率化や技術力が低下しないよう研修会

などへの参加を促進し人材育成に努めます。  
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第 4 章 経営の基本方針 

 

１． 投資・財政計画（収支計画） 

（１） 投資について 

（ア） 建設改良費の推移 

建設改良費については、木崎浄水場更新工事、後台浄水場改良工事、老朽管更新

工事等、計画に沿って実施してきました。 

 

〇建設改良費の推移 

 

 

 

 

 

 

（イ） 投資計画 

令和 5 年度から令和 9 年度までの水道施設更新を次のように予定しています。な

お、主な財源として、企業債、自主財源を充てます。 

 

浄水施設費 

（ａ）木崎浄水場更新 

第Ⅱ期工事は、令和５年度から令和７年度を予定しており、取水場自家発電機設

備、粉末活性炭注入設備、導水管、配水池（No.２）、管理棟建築改修等工事を行い

ます。 

（ｂ）後台浄水場更新 

令和９年度から電気計装設備・自家発電機設備及び配水池（耐震化）更新等を検

討します。 

（ｃ）浄水場整備 

各浄水施設において、突発的な故障などにより緊急的な更新を行うものとして計

上します。 

 

配水施設費 

（ｄ）老朽管更新 

老朽管の更新については、国道や県道、ＪＲ水郡線横断部などの市民生活に大き

な影響を与えてしまう主要配水管を優先的に整備します。また同時に老朽化が著し

い消火栓の更新も進めます。 

（単位：百万円）

H30 R1 R2 R3 R4

2018 2019 2020 2021 2022

計画値 1,099 1,139 1,140 1,115 1,438 5,931

実施値 998 1,089 1,452 1,086 1,502 6,127

備　考 見込額

年　度 計
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（ｅ）配水管布設 

新設管については、優先度の高い未整備地区、都市計画道路及び道路拡幅に伴う

配水管布設を行い、耐震化された管網整備を行います。また、消火栓については消

防本部と連携し、効率的な配置を進めます。 

 

〇投資・財政計画 

  （単位：百万円）

R5 R6 R7 R8 R9

　　事業計画 2023 2024 2025 2026 2027

550 600 500 200 850 2,700

54 58 58 58 58 286

205 157 142 93 162 759

809 815 700 351 1,070 3,745

取 水 施 設 99 30 129

導 水 施 設 292 292

浄 水 施 設 5 33 45 83

配 水 施 設 314 198 512

付 帯 施 設 4 208 13 225

事 務 費 ・ 調 査 費 22 17 39

計 444 486 350 1,280

取 水 施 設 14 14

浄 水 施 設 334 334

配 水 施 設 392 392

事 務 費 ・ 調 査 費 25 25 8 58

計 25 25 748 798

17 6 6 6 6 41

461 492 381 31 754 2,119

老 朽 管 更 新 工 事 119 131 131 131 131 643

事 務 費 ・ 調 査 費 9 7 7 7 7 37

計 128 138 138 138 138 680

配 水 管 布 設 工 事 153 121 117 118 114 623

配水管補償移設工事 45 41 41 41 41 209

給水管移設・統合工事 13 13 13 13 13 65

仕切弁等更新工事 2 2 2 2 2 10

事 務 費 ・ 調 査 費 7 8 8 8 8 39

計 220 185 181 182 178 946

348 323 319 320 316 1,626

809 815 700 351 1,070 3,745総　　合　　計

配

水

施

設

費

老

朽

管

更

新

配

水

管

布

設

合 計

浄

水

施

設

費

 

木

崎

浄

水

場

更

新

後

台

浄

水

場

更

新

浄 水 場 整 備 費

合 計

　　　　　年度
計

財

源

計

画

企 業 債

工 事 負 担 金

自 主 財 源

計
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※１ 利益積立金とは、毎事業年度に生じた利益を、欠損金の補てん等のために積み立てたものです 
※２ コンセッション方式とは、PFI 法に基づき、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の

所有権を公的主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定することです 
※３ PFI とは、公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用して

民間主導で行うことです 
 

２． 経営戦略の将来の課題 

（１） 水道料金について 

前期の目標年度である令和９年度までは、減価償却費と固定資産減耗費の増加等

により収益が減少する見込みですが、欠損金が発生した場合は利益積立金(※１)を補

てんすることで、後期計画においても現在の水道料金体系を維持することとします。

次期経営戦略の改定においては、実状に合わせた収支計画に沿って水道料金の検討

が必要になります。 

 

（２） 広域連携について 

茨城県は「茨城県水道ビジョン R4.2」を公表しました。この目標の取組の一つ

として、改正水道法第 5 条の３「水道基盤強化計画」に基づいた広域連携にあたっ

ての基本的な方針（１県１水道）が３０年計画で示されました。広域連携について

は、各事業体の経営格差や災害時の緊急対応などの課題も山積しており、調整が必

要です。 

今後、市においても「広域連携に係る研究会」を通して、広域連携における経営

の一体化について分析・検討し、水道事業の最適化に向けた動向を注視していきま

す。 

 

（３） コンセッション方式(※２)について 

本市においては、賦課徴収業務や浄水場の運転管理を委託し、民間の技術の活用

や窓口サービス・利便性の向上に努めています。 

将来的には、多様な官民連携を推進し、民間の技術力や経営ノウハウを活用でき

る、ＰＦＩ(※３)の一類型であるコンセッション方式(※１)の導入について他事業体の

動向を注視していきます。 
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３． 事業の方針 

前期経営戦略を継承し、これからも「那珂市水道事業ビジョン」の基本理念である

「安全で安心できる快適な水道」のもと、将来に繋がる事業運営に努めます。この基

本理念を実現するために、水道水の安全性の確保を「安全」、確実な給水の確保を「強

靱」、供給体制の持続性の確保を「持続」と表現し、水道事業を推進します。 

また、「持続可能な開発目標（SDGｓ）」の達成に向けた取組を推進するものとし、

水道事業の施策として「安定的に水道水を供給する」を SDGｓの７施策と位置付け

ました。 

 

 

（１） 安全 

○環境の変化に対応すべく水源の監視体制や水質管理体制の強化に努めます。 

○浄水施設や配水管を適正に維持管理し、水質の変化に適応した浄水施設の構築を

行い、水質の向上に努めます。 

○お客様への積極的な情報提供、広報活動などを実施します。 

 

（２） 強靱 

○老朽化した浄水施設、配水管、消火栓などの計画的な更新を行い、災害に備え、

水道施設の耐震化を進めます。 

○緊急時の危機管理体制の強化や他事業者との連携による給水体制の強化など広域

的連携強化を進めます。 

○事故や災害など緊急時に対応するマニュアルの整備を充実させ、応急復旧など諸

活動を計画的かつ効率的に実施します。 

 

（３） 持続 

○水道施設資産の適正管理と経営戦略を基に効率的な事業運営や市民に対するサー

ビスや利便性向上を図ります。 

○安定した経営を維持するために、必要な収益の確保を目的とした有収水量の向上

に努めます。 

○災害に強い強靭な水道施設を維持しながら、技術継承や人材育成を行います。 

○適正な浄水施設更新や配管網整備計画を進めるため、市水道事業第 3 次基本計画

（令和 9 年度から令和１８年度）を策定します。 
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※１ DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、IT の浸透が、人々の生活をあらゆる面でよ
り良い方向に変化させることです 

※２ カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることです 

（４） SDGｓ（持続可能な開発目標）の取組 

安定的に水道水を供給するためにふさわしい、持続と成長が可能な次世代水道

を構築していく中で、SDGs の達成に資する事務事業を推進してまいります。  

 

水道事業７施策のゴール 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

（５） DX(※１)の推進 

○いばらき電子申請 

給水の開始届の手続きを「いばらき電子申請・届け出サービス」で受け付けてい

ます。今後もＤＸを活用した市民生活の利便性向上を図ってまいります。 

○構築物資産のデジタル化 

 配水管や給水管の台帳をデジタル化し、アセットマネジメントの精度向上、大規

模災害時の危機管理体制の強化及び窓口対応の効率化を図ります。 

 

（６） カーボンニュートラル(※２) 

○水道施設の更新 

水道施設の更新にあたり、高効率機器の導入などを行い、ＣＯ２排出量削減に取

り組みます。 

すべての人に 

健康と福祉を 

質の高い教育を
みんなに 

安全な水とトイレ
を世界中に 

エネルギーをみんなに 
そしてクリーンに 

住 み続けら れる
まちづくりを 

気候変動に 
具体的な対策を 

パートナーシップで
目標を達成しよう 



様式第2号(法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画 【別紙】

（単位：千円，％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 1,092,718 1,014,592 1,059,792 1,057,441 1,057,441 1,059,505 1,054,705
(1) 1,022,272 972,505 1,002,000 1,000,200 1,001,200 998,400 994,600
(2) (B)
(3) 70,446 42,087 57,792 57,241 56,241 61,105 60,105

２． 69,136 85,080 76,803 66,392 66,113 59,174 58,933
(1) 0 6,150 6,450 6,450 6,450 0 0

0 6,150 6,450 6,450 6,450 0 0
(2) 48,318 48,313 47,291 38,775 37,564 36,143 34,970
(3) 20,818 30,617 23,062 21,167 22,099 23,031 23,963

(C) 1,161,854 1,099,672 1,136,595 1,123,833 1,123,554 1,118,679 1,113,638
１． 929,660 1,061,317 1,082,925 1,125,656 1,126,038 1,117,986 1,110,616
(1) 67,738 81,729 76,825 78,445 78,601 78,757 78,916

31,393 36,411 35,597 35,668 35,739 35,810 35,882

36,345 45,318 41,228 42,777 42,862 42,947 43,034
(2) 529,739 630,710 619,279 634,781 629,231 630,267 629,951

44,006 57,937 89,091 88,556 88,025 87,497 86,972
7,820 10,685 7,434 12,000 12,000 12,000 12,000

477,913 562,088 522,754 534,225 529,205 530,770 530,979
(3) 332,183 348,878 386,821 412,430 418,206 408,962 401,749

２． 22,412 31,999 52,475 50,886 56,748 61,616 63,199
(1) 22,412 31,999 52,475 50,886 56,748 61,616 63,199
(2)

(D) 952,072 1,093,316 1,135,400 1,176,542 1,182,786 1,179,602 1,173,815
(E) 209,782 6,356 1,195 △ 52,709 △ 59,232 △ 60,923 △ 60,177
(F)
(G)
(H) 0 0 0 0 0 0 0

209,782 6,356 1,195 △ 52,709 △ 59,232 △ 60,923 △ 60,177
(I) 770,869 980,651 987,009 935,499 876,269 815,348 755,173
(J) 2,300,203 2,831,128 2,921,820 3,031,955 3,123,677 3,195,342 3,206,185

83,844 43,579 43,579 43,579 43,579 43,579 43,579
(K) 143,290 209,783 215,301 237,093 260,238 293,136 335,315

65,918 83,934 89,452 111,244 134,389 167,287 209,466
0 0 0 0 0 0 0

63,889 111,506 111,506 111,506 111,506 111,506 111,506
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 1,092,718 1,014,592 1,059,792 1,057,441 1,057,441 1,059,505 1,054,705

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

R8

77.0%

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15条 第１ 項に より 算定 した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

70.5% 96.7% 93.1% 88.5% 82.9% 71.6%

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

R5 R6 R7 R9
決算
R3

本年度
R4

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益



様式第2号(法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画 【別紙】

（単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

１． 789,000 1,240,000 550,000 600,000 500,000 200,000 850,000

２． 0 0 0 0 0 0 0

３．

４．

５．

６．

７．

８． 44,242 55,732 54,413 58,000 58,000 58,000 58,000

９．

(A) 833,242 1,295,732 604,413 658,000 558,000 258,000 908,000

(B)

(C) 833,242 1,295,732 604,413 658,000 558,000 258,000 908,000

１． 1,085,977 1,502,390 877,434 879,934 768,719 415,242 1,139,717

41,116 48,468 50,597 50,699 50,800 50,902 50,902

２． 64,294 65,918 83,934 89,452 111,244 134,389 167,287

３．

４．

５．

(D) 1,150,271 1,568,308 961,368 969,386 879,963 549,631 1,307,004

(E) 317,029 272,576 356,955 311,386 321,963 291,631 399,004

１． 222,387 140,401 281,787 236,001 256,698 260,576 200,021

２．

３．

４． 94,642 132,175 75,168 75,385 65,265 31,055 198,983

(F) 317,029 272,576 356,955 311,386 321,963 291,631 399,004

0 0 0 0 0 0 0

(G)

(H) 4,306,969 4,241,051 5,397,117 5,857,665 6,346,421 6,712,032 6,752,029

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

R8

R8R7

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

そ の 他

計
資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

計
(A)のうち翌年度へ繰り越
さ

純 計 (A)-(B)

R9
決算
R3

本年度
R4

R5 R6

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

R5 R6 R7 R9
決算
R3

本年度
R4

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金


